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日蘭社会保障協定
説明会

２００２００９９年２月　社会保険庁年２月　社会保険庁
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Ⅰ　Ⅰ　日蘭日蘭社会保障社会保障協定協定の概要の概要　　　　
　　　（１）社会保障協定の主旨
　　　（２）二重加入の防止
　　　（３）保険料の掛け捨ての防止（期間通算）

Ⅱ　日蘭社会保障協定に関する手続き
　（１）二重加入の防止のための手続き
　　　適用証明書の交付手続き

　（２）年金請求の手続き
　　　協定による日本年金を請求するための手続き

参考　日本の年金給付の概要
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Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
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Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（１）社会保障協定の主旨

★　問題点★　問題点

二国間で社会保障協定を締結二国間で社会保障協定を締結

保険料の掛け捨て保険料の掛け捨て保険料の掛け捨て保険料の二重負担保険料の二重負担保険料の二重負担

　　★　背景★　背景　　　　
　　　　国際的な人的交流活発化国際的な人的交流活発化
⇒海外⇒海外で就労・で就労・派遣される日本人派遣される日本人・オランダ人・オランダ人の増加の増加

〔これらの問題を〔これらの問題を解決するため解決するため〕〕
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二重加入の防止二重加入の防止の考え方の考え方--１１

○○日本・オランダ日本・オランダのの年金・医療保険年金・医療保険制度のうち、いずれか制度のうち、いずれかにに加入する加入する。。

○対象となる社会保障制度○対象となる社会保障制度
　日　本：　　　年金制度　日　本：　　　年金制度
　　　　　　　　　医療保険制度　　　　　　　　　医療保険制度

　　
　　オランダオランダ：　　国民保険制度（老齢給付及び遺族給付）：　　国民保険制度（老齢給付及び遺族給付）
　　　　　　　　　被用者保険制度（障害給付及び失業給付）　　　　　　　　　被用者保険制度（障害給付及び失業給付）
　　　　　　　　　児童手当　　　　　　　　　児童手当

　　　　　　　　　　 　　 　　

Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（２）二重加入の防止

＊任意加入制度に継続して
加入することはできる。
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二重加入の防止二重加入の防止の考え方の考え方--２２

　　○　○　原則原則

△
日本に帰国

△
相手国に派遣

△
日本に帰国

オランダの制度
加　入

日本の制度

加　入

協定発効前 協定発効後

△
相手国に派遣

オランダの制度

加　入

日本の制度

適用免除

Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（２）二重加入の防止

就労している国の制度のみに加入する
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二重加入の防止二重加入の防止の考え方の考え方--３３

　　○　○　特別規定特別規定・・・派遣元の国の制度のみ加入する・・・派遣元の国の制度のみ加入する

△
日本に帰国

△
相手国に派遣

△
日本に帰国

オランダの制度

加　入

日本の制度

加　入

協定発効前 協定発効後

△
相手国に派遣

オランダの制度

適用免除

日本の制度

加　入

一定期間
（５年以内と見込まれる場合）（５年以内と見込まれる場合）

＊派遣直前１年前にオランダへの派遣歴がないこと＊派遣直前１年前にオランダへの派遣歴がないこと

＊　オランダ国内の事業所から日本国内の事業所へ一定期間派遣される場合には、協定によりオランダの制度を継続加入することができるようになる。

Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（２）二重加入の防止
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二重加入の防止二重加入の防止の考え方の考え方--４４　　

○オランダ○オランダのの制度制度が免除となるにはが免除となるには

　１）被用者の場合：　１）被用者の場合：

　　　　　　--厚生年金保険の厚生年金保険の被保険者である被保険者であることこと
　　　　　　　　※厚生年金非適用事業所の場合は、国民年金の第※厚生年金非適用事業所の場合は、国民年金の第11号被保険者であること号被保険者であること

--日本の事業所との雇用関係が継続しており、日本の事業日本の事業所との雇用関係が継続しており、日本の事業
　　　　　　所との雇用に基づいて派遣されること所との雇用に基づいて派遣されること

　　　　--派遣期間が５年以内と見込まれる派遣期間が５年以内と見込まれる場合であること場合であること

　　　　--前回の派遣終了日から前回の派遣終了日から11年以上経過していること年以上経過していること
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　※日※日仏仏協定と同様の条件協定と同様の条件

　　　　

Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（２）二重加入の防止
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二重加入の防止二重加入の防止の考え方の考え方--５５

○○オランダの制度オランダの制度が免除となるにはが免除となるには

　２）自営業者の場合：　２）自営業者の場合：

　　　　　　--　国民年金の第　国民年金の第11号被保険者であること号被保険者であること

　　　　　　--　自営活動の期間が５年を超えないと見込まれる場合　自営活動の期間が５年を超えないと見込まれる場合
　　　　　であること　　　　　であること

Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（２）二重加入の防止
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二重加入の防止二重加入の防止の考え方の考え方--６６

○○オランダの制度オランダの制度が免除となるにはが免除となるには

　３）被用者・自営業者に随伴する配偶者又は子の場合：　３）被用者・自営業者に随伴する配偶者又は子の場合：

　　　　　　--　被用者・自営業者がオランダの制度から免除されること　被用者・自営業者がオランダの制度から免除されること
　　　　　　--　その配偶者又は子がオランダで就労しないこと　その配偶者又は子がオランダで就労しないこと

　　　　
＊日本の制度が免除される被用者・自営業者に随伴する配偶者・子は、日本の制度は免除されない。＊日本の制度が免除される被用者・自営業者に随伴する配偶者・子は、日本の制度は免除されない。

Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（２）二重加入の防止
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Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（２）二重加入の防止

二重加入の防止二重加入の防止の考え方の考え方--７７

○一時派遣の延長○一時派遣の延長

　　　　　　 －総派遣期間が５年以内であれば、適用継続は可能－総派遣期間が５年以内であれば、適用継続は可能
　　　　　　である。　　　　　　である。

－原則として５年を超える延長は認められない－原則として５年を超える延長は認められない。。

　　　　　　　　－－オランダオランダ連絡機関との間で協議のうえ、延長が認め連絡機関との間で協議のうえ、延長が認め
　　　　　　ら　　　　　　られるれることがある。ことがある。　　　　　　　　　　　　
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二重加入の防止二重加入の防止の考え方の考え方--８８

○協定発効前から引き続き派遣が継続される場合○協定発効前から引き続き派遣が継続される場合

　　－発効日から５年以内に派遣が終了する見込みであれば、　　－発効日から５年以内に派遣が終了する見込みであれば、
　　　　　　
　　　　オランダの制度が免除される。　　　　オランダの制度が免除される。

　　　　

Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
　（２）二重加入の防止
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Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（３）保険料の掛け捨ての防止（期間通算）

国民保険制度
老齢給付（ＡＯＷ）
遺族給付（ＡＮＷ）

加入中みなし

国民年金

被用者年金保険

保険期間の通算（イメージ）：全体像

＜日本の年金＞ ＜オランダの年金＞

社会保険庁などが支給

（それぞれの加入期間分）

オランダが支給

（それぞれの加入期間分）

被用者保険制度
障害給付（ＷＩＡ）

被用者・自営業者期間年金制度加入期間

期間通算
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Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（３）保険料の掛け捨ての防止（期間通算）

①期間の通算の考え方①期間の通算の考え方

・日本の老齢年金は、
　原則として２５年（３００月）の年金加入期間を必要とするが、日本の年金加入期間
だけでは２５年を満たさない場合、オランダ年金制度の保険期間を通算することがで
きる。

オランダの年金給付は、
　年金加入期間に応じて支給。日本の年金加入期間を通算する必要はない。

＊通算の場合のオランダ制度の保険期間とは、

　①　オランダの法令による雇用期間

　②　自営活動の期間

　③　任意加入期間

など、居住のみに基づくものを除いた期間。
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Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（３）保険料の掛け捨ての防止（期間通算）

①期間の通算の考え方－事例１①期間の通算の考え方－事例１

日本の年金加入期間　１９年

オランダ年金制度の保険期間　１９年

日本年金→不支給

〔協定発効前〕

〔協定発効後〕

オランダの給付→一部支給
※

オランダの給付→全額支給日本年金→支給

※　オランダと協定を結んでいない国に在住する人に対して減額支給
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①期間の通算の考え方－事例２（重複がある場合）①期間の通算の考え方－事例２（重複がある場合）

日本の年金加入期間　１９年

（１０年） （９年）

（９年） （６年）

オランダ年金制度の保険期間　１５年

両国の加入期間で重複した期間は、ダブルカウントしない。

通算された年金加入期間　２５年

Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（３）保険料の掛け捨ての防止（期間通算）
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Ⅰ日蘭社会保障協定の概要
（３）保険料の掛け捨ての防止（期間通算）

①期間の通算の考え方－事例①期間の通算の考え方－事例３３（（障害・死亡の加入中みなし障害・死亡の加入中みなし））

日本の年金加入期間

オランダ年金制度の保険期間

初診日又は死亡日

　加入期間みなし

• 障害又は遺族年金には、初診日または死亡日において、日本の年金制度に加入してい
なければならないという要件があるが、初診日がオランダ年金制度の保険期間中にある
場合には、日本の年金制度に加入していたものとみなす。

• 日本の年金加入期間だけでは納付要件（初診日または死亡日の前々月までの保険料納
付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が全被保険者期間の３分の２以上である等）
を満たさない場合には、オランダ年金制度の保険期間を日本の年金加入期間とみなす。

保険料納付済期間／全被保険者期間≧２／３

＊オランダの障害又は遺族給付も同様に日本の期間中に事故があった場合に加入中とみなされる。
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Ⅱ日蘭社会保障協定に
関する手続き
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Ⅱ日蘭社会保障協定に関する手続き
　　（１）二重加入の防止のための手続き
　　　一時派遣者（５年未満見込者）の場合の手続き

一
時
派
遣
者

日
本
の
事
業
所

社
会
保
険
事
務
所

　　　　　①申請

・適用証明書交付申請書
（適用証明期間継続・延長申請書）

内容に応じ、

社会保険庁が
オランダ側と協
議

・適用証明書・適用証明書

　②交付

　④提出（提示）

・適用証明書

オランダ
の勤務先

　③交付
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Ⅱ日蘭社会保障協定に関する手続き
　　（１）二重加入の防止のための手続き

適用証明書の交付手続き適用証明書の交付手続き

適用証明書交付申請書　　

日蘭協定　厚
年適用証明書交付申請書
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Ⅱ日蘭社会保障協定に関する手続き
　　（１）二重加入の防止のための手続き

適用証明書の交付手続き適用証明書の交付手続き
適用証明書　　

日蘭協定　適
用証明書（日本側交付
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Ⅱ日蘭社会保障協定に関する手続き
　１．日本への手続き　
　　　長期派遣者（５年超見込者）の場合の手続き

長
期
派
遣
者

日
本
の
事
業
所

社
会
保
険
事
務
所

　　　　　①届出

健康保険・厚生年金保険　資格喪
失届

・健康保険・厚生年金保険　
資格喪失確認通知書

　②交付
　③通知
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Ⅱ日蘭社会保障協定に関する手続き
　（２）年金請求の手続き

協定による日本年金を請求するための手続き－協定による日本年金を請求するための手続き－申請方法、年金の支払、時効申請方法、年金の支払、時効

●申請方法

　年金を受給できる年齢になった時点以後に、社会保険担当窓口へ、裁
定請求書および必要書類を提出する。

●年金の支払

　受給権発生日の翌月分から支給される。原則として年に６回（偶数月）、
１回につき２ヶ月分が支給される。

●支払の時効

　年金の支払の時効は５年。５年を超えて申請した場合、５年以上前の年
金は時効により支給されない。
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Ⅱ日蘭社会保障協定に関する手続き
　（２）年金請求の手続き

協定による年金を請求するための手続－申請窓口協定による年金を請求するための手続－申請窓口

●申請窓口

〔協定発効前〕

　日本年金の申請は日本の年金担当窓口へ、オランダ年金の申請はオラ
ンダの年金担当窓口へ行う必要があった。

〔協定発効後〕

　オランダの年金担当窓口で、日本年金の申請が可能。また、日本の年
金担当窓口で、オランダ年金の申請が可能。
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Ⅱ日蘭社会保障協定に関する手続き
　（２）年金請求の手続き

協定による年金を請求するための手続－日本居住者の場合協定による年金を請求するための手続－日本居住者の場合

●オランダ期間を有する日本居住者が、日本年金を請求する場合の流れ
　　　※日本の期間のみでは受給資格要件を満たさず、オランダの期間を通算する場合

申
　
　
請
　
　
者

社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー

オ
ラ
ン
ダ
の
実
施
機
関

社会保険
事務所等

①申請 ②送付

　・日本年金
　裁定請求書

③確認

申請者のオラン
ダ期間を確認

申請者のオラン
ダ期間を報告

日本年金裁定結果を通知

④報告⑤日本年金裁定

　・日本年金
　裁定請求書

　・オランダの保険
期間確認請求書
（Ｊ／ＮＬ４）

　・オランダの保険
期間確認請求書
（Ｊ／ＮＬ４）
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Ⅱ日蘭社会保障協定に関する手続き
　（２）年金請求の手続き

協定による年金を請求するための手続－オランダ居住者の場合協定による年金を請求するための手続－オランダ居住者の場合

●日本期間を有するオランダ居住者が、日本年金を請求する場合の流れ
　※日本の期間のみでは受給資格要件を満たさず、オランダの期間を通算する場合

申
　
　
請
　
　
者

社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー

①申請

・「国民年金・厚生年金保険裁定
請求書」（N/J 1またはN/J 2）

②送付、報告

③日本年金裁定

オ
ラ
ン
ダ
の
実
施
機
関

・「国民年金・厚生年金保険裁定請
求書」（NＬ/J 1またはNＬ/J 2）

・申請者のオランダ期間を報告

日本年金裁定結果を申請者へ直接通知

　　・NＬ/J 1・・・老齢年金・障害年金

の請求書
　　・NＬ/J 2・・・遺族年金の請求書

＊　申請書は、日本語／オランダ語が併記され
ています。
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[参考]
社会保険庁ホームページ「各国との社会保障協定」

http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm　
又は

○日蘭協定などの直近の協定発効状況を掲載
○社会保障協定の概要・手続きを説明
○各申請書が入手可能

○協定相手国のホームページのリンク先を掲載

　　

社会保障協定 検索
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参考　日本の年金給付の概要
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日本の年金日本の年金給付給付の概要－老齢基礎年金の概要－老齢基礎年金

●老齢基礎年金

　公的年金制度に加入した期間を、原則として２５年（３００月）以上持って
いる方に、６５歳から支給。

・国民年金の保険料納付期間のほか、保険料免除期間、厚生年金保険の
被保険者期間や共済組合の組合員期間、また合算対象期間（カラ期間）
等を含めて、２５年を満たすかどうかを判断する。

・繰上げ請求により、６０歳からの受給も可能（支給額は減額。）。

・繰下げ請求により、６６歳以後からの受給も可能（支給額は増額。ただし、
７０歳以後の増額率は７０歳と同率。）。

★日本の老齢年金は、一定期間以上年金制度に加入して、
保険料を納付した方が、一定の年齢に達したときに支給される。
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日本の年金日本の年金給付給付の概要－老齢厚生年金の概要－老齢厚生年金

●老齢厚生年金

　厚生年金保険の被保険者であった方が、老齢基礎年金の受給資格期
間（原則２５年）を満たしている場合に、報酬比例の年金として、老齢基礎
年金に上乗せする形で支給。

・厚生年金保険に１ヶ月でも加入したことがあれば支給。

●６０歳代前半の老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金）

　老齢基礎年金の受給資格期間（原則２５年）を満たし、かつ、厚生年金
保険に１２ヶ月以上加入したことがある方に、６０歳（生年月日に応じて６１
～６４歳）から６５歳まで支給。

・対象者は昭和３６年（１９６１年）４月１日以前生まれの男子、または昭和
４１年（１９６６年）４月１日以前生まれの女子のみ。（３１ページ参照）
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日本の年金日本の年金給付給付の概要－老齢給付の受給開始年齢の概要－老齢給付の受給開始年齢

６２歳

６３歳

６４歳

なし

なし

６４歳

６１歳

６２歳

６３歳

Ｓ４１（１９６６）．４．２～Ｓ３６（１９６１）．４．２～

Ｓ３９（１９６４）．４．２～Ｓ３４（１９５９）．４．２～

Ｓ３７（１９６２）．４．２～Ｓ３２（１９５７）．４．２～

Ｓ３５（１９６０）．４．２～Ｓ３０（１９５５）．４．２～

Ｓ３３（１９５８）．４．２～Ｓ２８（１９５３）．４．２～

Ｓ２９（１９５４）．４．２～Ｓ２４（１９４９）．４．２～

Ｓ２７（１９５２）．４．２～Ｓ２２（１９４７）．４．２～

Ｓ２５（１９５０）．４．２～Ｓ２０（１９４５）．４．２～

Ｓ２３（１９４８）．４．２～Ｓ１８（１９４３）．４．２～

６５歳

６１歳

６０歳

Ｓ２１（１９４６）．４．２～Ｓ１６（１９４１）．４．２～

定額部分報酬比例部分女子男子

老齢基礎年金
老齢厚生年金

特別支給の老齢厚生年金生　年　月　日

請求が必要な年齢

報酬比例部分

定額部分

老齢厚生年金

老齢基礎年金

６５歳＜イメージ＞
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日本の年金日本の年金給付給付の概要－の概要－障害障害年金年金

●障害基礎年金

　国民年金の被保険者期間中または被保険者資格喪失後でも６０歳以上
６５歳未満で、日本国内に在住中に初診日のある傷病で障害の状態になり
障害認定日（初診日から１年６ヶ月後）に１級または２級の障害の状態にある
方に支給。

●障害厚生年金

　厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で障害の状態にな
り、障害認定日（初診日から１年６ヶ月後）に１級、２級または３級の障害の状
態にある場合に支給。

・１級または２級の障害の状態にある場合は「障害厚生年金＋障害基礎年金」を支給。

・３級の障害の状態にある場合は 「障害厚生年金」 を支給。
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日本の年金日本の年金給付給付の概要－の概要－遺族遺族年金年金

●遺族基礎年金

　国民年金または厚生年金保険の被保険者もしくは被保険者であった方が
死亡した場合に、死亡した方に生計を維持されていた子のある妻または子
に支給。

●遺族厚生年金

　厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が死亡した場合に、
死亡した方に生計を維持されていた妻（または夫）、子、父母、孫または祖
父母に支給。
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Ⅰ社会保障協定について
（１）日本における協定の締結状況

ありあり
（カナダ老齢保障制度）（カナダ老齢保障制度）

日：年金日：年金
カナダ：カナダ年金制度（ＣＰＰ）カナダ：カナダ年金制度（ＣＰＰ）

２００２００８８年年　３　３月月　　　　　　カナダカナダ

　　　　　　ｵｰｽﾄﾗﾘｱｵｰｽﾄﾗﾘｱ

　　　　　　フランスフランス

　　　　　　ベルギー　　　　　　ベルギー

　　　　　　アメリカアメリカ

　　　　　　韓国韓国

　　　　　　イギリスイギリス

　　　　　　ドイツドイツ

協定相手国協定相手国

２００２００９９年年　１　１月月

２００７年２００７年　６　６月月

２００７年２００７年　　１月１月

２００５年１０月２００５年１０月

２００５年２００５年　　４月４月

２００１年２００１年　　２月２月

２０００２０００年年　　２月２月

発効年月発効年月

日：年金日：年金
豪：退職年金保障制度（ＳＧ）豪：退職年金保障制度（ＳＧ）

日：年金、医療保険日：年金、医療保険
仏：年金、医療、仏：年金、医療、労災保険労災保険

日：年金、医療保険日：年金、医療保険
白：年金、医療、白：年金、医療、労災、雇用保険労災、雇用保険

日：年金、医療保険日：年金、医療保険
米：年金、医療保険米：年金、医療保険

日：年金日：年金
韓：年金韓：年金

日：年金日：年金
英：年金英：年金

日：年金日：年金
独：年金独：年金

二重加入防止の対象二重加入防止の対象

ありあり
（老齢年金制度）（老齢年金制度）

ありあり

ありあり

ありあり

なしなし

なしなし

ありあり

加入期間の通算加入期間の通算


